
 

 

 

  

5  ヒアリング調査結果 



 

- 53 - 

 

（１）県内先進事例に学ぶ                                   【事例１】 

 

 

 

 

 

 

○児童数：２５２名   学級数：１１（内 特別支援学級１） 

益子町立田野小学校は明治７年に創立され、平成２６年には創立１４０周年を迎えた歴史ある学

校である。田野地区は益子町の南部、西は真岡市、南は茨城県桜川市と接する農村地区である。

平成１９年に益子町立山本小学校と統合したことにより、学区は益子町田野地区全域となった。保

護者・地域住民には地元出身者が多く、ＰＴＡ活動などで学校教育に協力的な地域である。 

「教育課程に関する研究学校（平成２１～２２年）」などを経て、落ち着いた環境の中で学習指導に

力を入れており、平成２６年１０月には栃木県優良学校表彰を受賞した。 

 

 

 

田野小学校では、開かれた学校づくりのために地域との連携は不可欠であり、教育は学校だけでは

完結することはできないという考えの下、全校体制で地域連携に取り組んでいる。 

 

○保護者・地域住民への発信  

３年前（平成２４年度）に学校支援ボランティアコーディネーターを配置し、本格的に学校と地域の

連携に力を入れていく組織づくりを整備した。地域住民には地元出身者が多く、学校に対して協力的

ではあったが、授業等への協力となると学校は入りにくいところ、敷居の高いところというイメージも強か

った。そこで、力を入れたのは保護者や地域住民の地域連携に対する理解の促進と開かれた学校づ

くりである。 

PTA 総会等の保護者・地域住民が集まる機会には、コーディネーターから保護者・地域住民に向

けて話をする時間を設け、コーディネーターの役割、地域との連携の意義、学校支援ボランティア活

動の推進等について理解を促してきた。また、学校からは地域住民に学校行事等への参観を呼びか

けたり、学校だより、学校支援ボランティアだよりの発行等で情報を発信したりすることで、開かれた学

校づくりに努めているという姿勢を示してきた。 

これらが功を奏し、保護者・地域住民の理解が深まった。学校支援ボランティアによる活動は以前

から行われてきた読み聞かせボランティアに加え、図書館ボランティアの立ち上げ、家庭科や総合的

な学習の時間における学習支援ボランティアの導入等、拡大と定着につながっている。 

学校支援ボランティアだよりでは、児童や教職員からのボランティアへの感謝の声をしばしば掲載し、

学校側の誠意を表している。ボランティアにもその気持ちが伝わり、良好な関係づくりができている。 

 

○円滑化・効率化のための工夫改善 

コーディネーターと学校は随時情報交換を行っており、現在３名のコーディネーターと連携して活動

を推進している。よりスムーズなコーディネートのために、今後活動（担当）地区も考慮した上でさらにコ

ーディネーターの増員を図っていくことを検討している。 

また、持続的な活動にしていくために、周辺校との情報交換や先進校の情報収集を心掛け、無理

のない活動と教職員の事務負担の軽減等の工夫・改善に努めている。例えば、計画書、活動依頼書 

 

 

益子町立田野小学校 

★地域の力は学校の力 地域は学校の大切な応援者 

１．田野小学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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等の作成は必要最小限にし、処理手順の簡略化を図って多忙な業務の中でのスムーズな活動を展 

開している。 

 

 

 

地域との連携によって様々な面での効果が現れてきている。 

まず、子どもたちにとっての効果は、家族や教職員以外の大人とのコミュニケーションを図る（学ぶ）

よい機会になっていることが挙げられる。また、地域住民が授業等に入ることにより、よりよい緊張感が

生まれ、礼儀、感謝などの気持ちが育ち、子どもたちにとっての心の成長につながっている。 

教職員は当初、ボランティアとの調整に時間がかかることも多く、新たな活動を取り入れたり、新しい

ボランティアに依頼したりすることに二の足を踏むこともあった。しかし、コーディネーターを介するなど、

ボランティアの導入システムが整ってきたことで調整がスムーズに進むようになると、子どもたちへの学

習効果だけでなく、授業や活動における教職員の負担もかえって軽減されることが実感できるようにな

り、さらに積極的に活動を取り入れることにつながっている。 

ボランティア活動に取り組んだ地域住民にとっても効果がうかがえる。学校はボランティア同士のコミ

ュニケーションの場にもなっており、活動に参加した地域住民にとって学校は入りづらいところではなくな

っている。今後、さらに活性化することによって学校が地域づくりの拠点となっていくことも期待できる。 

活動を通して地域住民による学校への理解が深まり、地域住民が学校のよさを地域に広めてくれ

ている。地域は学校の応援者という関係づくりが進んでおり、パートナーシップを強く感じている。 

 

 

 

○地域連携の重要性を明確に示したということで、大きな意義がある。今後効果が期待できる。 

○現状では学級担任や校務分掌上も多くの業務を抱えた中核となる教員が業務を担っている。多

忙感は否めず、負担軽減のためには、加配や勤務上の配慮ができることが望ましい。 

○現時点でできることは、地域連携は学校全体で取り組んでいくことを確認し、教頭、生涯学習係

等と地域連携チームを作り、役割の分担を図って効率化を図ることが、今後の継続的な活動に

つながっていくものと考える。 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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【事例２】 

 

 

 

 

 

 

〇児童数：９４２名  学級数：３０（内 特別支援学級３） 

氏家小学校があるさくら市は、平成１７年３月、隣接する喜

連川町と合併してさくら市となり、商業、農業、工業と住宅地の

調和と潤いのある「美しく、豊かで、活気のある」市づくりを目指

している。 

氏家小学校は市の中心街に位置し、周辺には商店街、市

役所、ＪＲ宇都宮線などがあり、ＪＲ氏家駅より直線距離にして５３６ｍのところにある。学区内には国道

４号や２９３号も通っていることから、首都圏や県都宇都宮市へのアクセスがよいので人口は増加して

いる。国道沿いには大型スーパーやファーストフード店などが進出し、郊外には新しく住宅地が開発さ

れたり、アパートが建ったりしているので、そこに移り住む保護者が増えており、共働きの家庭や核家族

も多い。保護者は教育に熱心であるとともに、スポーツにも関心が高く、何らかのスポーツに親しみ、励

んでいる児童が多い。 

 

 

 

〇氏家小学校ＳＵＮさんサポート隊による学校支援ボランティア活動 

氏家小学校ＳＵＮさんサポート隊とは、子どもたちを太陽 (ＳＵＮ)のように見守り、よいところを賞賛

(さん)し、支え(サポート)ていくというところからネーミングされた。 

リーフレットを通して、保護者にも周知し、募集も随時、行っている。登録者は保護者が多い。学

校での教育活動の支援だけではなく、保護者を対象とした活動も実施している。子どもたちが「わか

る・できる・楽しい・安心」と思える教育活動の手伝いをし、登録者の主な活動として、以下の６つ活

動を行っている。 

①図書サポート隊・・・本の貸出・返却の作業や、本の整理、ディスプレイ作りなどをしている。 

＊月に１回、昼休みに、ゲームや読み聞かせなどのイベントを行っている。 

②ミシン・裁縫サポート隊・・・５・６年生の家庭科の授業でしつけやミシン操作の支援をしている。 

＊サポート隊メンバーがミシンの操作を正しく行えるように、ミシン店主を講師に勉強会も行って

いる。 

③引率サポート隊・・・安全に校外学習の活動ができるように、一緒に行動をしながら見守る。 

＊１・２年生の生活科や３年生の社会科の引率 等 

④学習サポート隊・・・教師の要望に応じて、調理実習の補助をしたり、教材作りなどの活動をしたり

している。 

＊持久走大会補助、６年生総合的な学習の時間「豆腐作り」、６年生音楽科「箏の学習」等 

⑤お掃除サポート隊・・・清掃強調週間に合わせて、子どもたちといっしょにお掃除をしている。 

＊子どもたちの手の行き届かないような箇所を中心に。 

⑥遊びサポート隊・・・子どもたちと一緒に昔遊びをしている。 

＊クラブ活動の「遊びクラブ」等 

 

 

さくら市立氏家小学校 

★地域・保護者は学校教育活動を支える最大のパートナー 

１．氏家小学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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図 「いいところをみつ

けよう  友だちのいい

ところをみつけよう」イ

イトコメガネ 

〇ようこそ先輩 

    社会で活躍している卒業生を中心に２０名以上を講師として招き、児童に講師自身の職業に

ついての話をしながら、児童との交流を行っている。児童にとっては、講師との交流をとおして、将

来の夢や希望をもつことにつながっている。 

 

〇学校公開講座 

     地域への貢献を目的に、市の生涯学習課と連携し、学校の施設の一部を開放し、本校の職員

による市民対象の講座を土・日に行った。 

 

 

 

   地域との連携は、あらたまったことではなく、当たり前のことを当た

り前に行うことから始まった。学校経営に与える効果としては次の点

が挙げられる。 

 

 （学校について） 

   地域や保護者の方に、学校に来ていただくことは、学校の活動を           

好意的に理解してもらうことにつながり、学校からの協力要請が容

易になっている。 

本校で取り組んでいる「いいところをみつけよう 友だちのいいとこ

ろをみつけよう」においても、教職員が気付かなかったり、見えなかっ

たりする児童の活動を、ボランティアから情報を得ることができること

があり、達成のために大きな一助となっている。地域の力が学校運

営に効果的に働いているといえる。 

 （教職員について） 

   教職員がボランティアと連携していくために、双方の打合せを行

い、支援活動の共通理解を図っている。さらに、学年間での打合せ

も必要であるから、教職員の協力体制も強まったことが挙げられる。 

 （児童について） 

   児童と地域の方とがかかわることで、お互いの出会いが登下校時

の挨拶につながっている。 

 

      学校として、「地域に開かれた学校  地域に支えられている学校  地域に貢献できる学校」を根

幹に置いて、地域連携に取り組んでいる。開く主体はあくまで学校であり、それに地域と行政が一体

となって取り組んでいけるのが理想である。地域及び保護者は、学校教育活動を支える最大のパー

トナーである。 

 

 

 

〇経験豊富な生涯学習担当の教員が、地域連携教員となった。 

〇主幹教諭が、補佐的な役割を行っている。 

〇保護者や地域向けの便りや HP で、定期的に地域との連携を発信している。 

〇教員が代わり、地域に精通していなくても、地域コーディネーター（学校外部の地域の方）が対応

できる強みがあるので、連携を推進していける。 

 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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【事例３】 

 

 

 

 

 

 

 

 〇児童数：８４６名 学級数：２８（内 特別支援学級４） 

佐野市内の中心に立地し、東武佐野線の最寄り駅から３㎞以圏内に所在し交通至便である。また、

周辺は、大規模な商工業地区が隣接しているが、緑に恵まれ比較的静かな環境である。 

現在、全校生は８４６名で県内でも有数の大規模校である。校舎が特長的であり、４階建て全長 

１３８ｍという珍しい校舎になっている。 

平成１８・１９年度には、文科省・県・市教委より指定を受け、豊かな体験活動推進校として、研

究・実践に取り組んできた。児童会主催のゲーム「フレンドリーパーク」は、６学年縦割り班による活動で

特色ある教育活動として継続している。 

また、「学校・家庭・地域の連携による教育支援事業」の１つである学校支援地域本部事業（SSC）

を平成２０年度より開始〔佐野市立北中学校区４校（中１小３）〕し、継続して取り組んでおり、現在学

校には、地域コーディネーターが２人おり、地域連携を推進した取組が実践されている。校区地域の

方々は、それぞれの町内を中心にまとまり、学校教育に対する関心は高く、協力的である。 

 

 

 

「人間性豊かなたくましい城北小」を目指して、子どもが主体で楽しい授業（学校）を心掛けてきた。

そのためには、学校支援ボランティアの方々を中心とした地域連携活動が重要と考え進めてきている。

主な取組活動としては、読み聞かせ、福祉体験活動、吹奏楽、夏休み絵画・書道・学習支援教室、

ようこそ先輩（キャリア教育）、昔あそび等が挙げられる。 

◇主な取組活動の実績 〔年間回数６３回のボランティア 参加者５５９名（平成２５年度）〕 

〔特徴的な取組〕 

①社会福祉関係団体と連携した取組【地域の資源を生かす】 

社会福祉協議会と連携して、４学年の『総合的な学習の時間』を中心として、福祉体験活動を実

施している。その内容は、高齢者疑似体験、アイマスク体験、車椅子体験、盲導犬による歩行体験

等である。４年生は、福祉体験活動のまとめとして、次年度体験する３年生に向けて発信し、学びの

意欲付け、学びの継続性も図っている。 

②近隣の公民館と連携した取組【地域の資源・人材を生かす】 

近隣の城北公民館と連携を図り、絵画、書道、学習支援教室を開催し、絵画・書道の技術的指

導や学習指導をいただいている。城北公民館内登録のサークル（２０人）が来校し、主に夏休みに行

っている。児童にとっては、基礎的な技能が身に付けられ、大切な活動の一つになっている。毎回活

動後は、地域の方々、児童とも顔見知り（顔の分かる関係）になり、日常的に挨拶を交わし合い、次回

の活動を互いに楽しみにしている。 

また、城北公民館を利用し、６年生の社会科授業（室町文化体験）として、和室（畳部屋）において、

茶道・墨絵体験等の選択別体験学習も実施しており、地域人材を取り入れ充実した体験活動となっ

ている。 

③キャリア教育の取組【地域の人材を生かす】 

６年生の『総合的な学習の時間』を中心として、地域連携教員と地域コーディネーターが地域の職

佐野市立城北小学校 

★地域連携教員とコーディネーターの連携による充実した

体験活動の取組 

１．城北小学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 



 

- 58 - 

 

業人を選定し、校内において「職業インタビュー」として実施している。地域で活躍している方々に職業

に従事するまでの思いや今の職業観を伺い、将来に向けての職業意識の醸成を図っている。 

 

 

 

ボランティア等の導入で、教師の一時的な負担はあったが、活動が定着すると利点が多い。 

学校教育活動においては、学校支援ボランティアが児童一人ひとりに寄り添って子どものニーズに

素早く対応し指導・支援していただけるので、児童の意欲が継続し学習効果も上がっている。特に、ミ

シン・玉どめ等の技術指導においては、専門性、多様な視点が入れられ豊かな学びとなっている。専

門的な立場で指導していただけるので児童はすぐに習得でき、基礎的な技能の定着には大変効果的

であった。 

教職員にとっては、個にかける時間が増え、学習活動（授業）が充実した。 

また、計画的に学校支援ボランティアが入っているため、児童の中には、次回の活動を楽しみにし

ている者も多い。さらに、多くの地域の方々との関わりや多様な体験活動が教育活動の充実につなが

り、子どもの心の教育・生きる力の育成につながっている。 

地域の方々（ボランティア）は、活動を通じて児童と顔見知りになり、日常的にあいさつを交わし合う

ようにもなり、次回の来校を楽しみにしている。また、子どもたちの安全面においても顔の分かる関係

（顔なじみ）は、防犯等の効果も見られ、地域の安全・安心が確保されている。 

以上のことからも、地域連携は、子どもたちが様々な体験活動をするのに有効であるとともに、地域

の方の学校理解につながり、学校に対して協力的な人もますます増えるという相乗効果を生んでい

る。 

 

  

  

〇学校と地域をつなぐ担当者は必須である。今回の設置により業務内容が明確にされたことは、効

果的に教育活動を進めることができ、多様な教育活動の充実・地域の教育力の向上にとって有

効である。 

〇学校と地域の共通理解を図り学校支援活動の一端を担う中核的な存在として考えている。 

〇今までも地域との連携を進めてきている学校にとっては、特に変わりはないと考えていたが、校務

分掌上、しっかりと決められることにより責任をもって進めることが可能となった。 

◇城北小は、以前から学習指導主任が校内コーディネーターを務めていて、地域連携教員の設

置に伴い、学習指導主任が、地域連携教員となった。 

◇地域連携教員の職務においては、地域連携に関する活動の連絡調整や情報収集を中心に

行い、特に地域コーディネーターと連絡を密に取りながら校内体制を整えている。日常的に負

担にならずに連絡をとれる関係にあることが何よりである。 

〇地域連携教員とコーディネーターが交代しても、連携活動を展開できる体制づくりを目指してい

る。 

〇教育効果を高めるためには、教育活動の支援の仕方についての事前打合せは必要である。 

（子どもに「教えるか、考えさせるか」「口を出すが、手を出さない」等） 

〇日常的、弾力的な話し合いの場や機会を設ける必要がある。 

〇担当がコーディネーターに学校のニーズをどう伝えるかが大切である。 

〇コーディネーターが後継のコーディネーターをどう育ててくれるかが大切と考える。 

〇新コーディネーターの育成や地域連携担当教員との関係づくりに配慮する。 

〇地域連携教員やコーディネーターが変わった場合（引き継ぎ）に配慮する。 

〇今後さらに、多様な団体とどうつながるかを考える。 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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【事例４】 

 

 

 

 

 

 

〇生徒数：８４３名   学級数：２７（内 特別支援学級３） 

市の中心街より南に４㎞ほど離れて位置し、北はＪＲ日光線、西は東武宇都宮線、東はＪＲ宇都宮

線、南は宇都宮外環状道路に境をなしており、一つの町の観がある。学区は南北に長く学校はほぼそ

の北東の端にある。学区の北には富士重工宇都宮製作所、南には飛行場を持つ陸上自衛隊北宇

都宮駐屯地、南西部には県営総合運動公園があり、中心部には大型ショッピングセンターや自動車

整備工場、郊外型レストラン、商店街などが軒を連ねている。田畑や雑木林の宅地化が急速に進め

られた新興住宅地で、近年も東西に幹線道路が抜けるなど開発が進み、住宅街としてさらに発展して

いる。古くからの農家がわずかに残ってはいるが、サラリーマンが過半数を占め、商工自営業がこれに

次ぐ。保護者の学校教育への関心は高く、学校には協力的である。 

 

 

 

○生徒の地域に対するボランティア活動 

・昨年度参加者総数２０４名 

・今年度約３００名の参加予定 

・地域の各種団体との連携による様々な地域行事の機会をとらえた積極的な参加 

・事前指導での生徒への推薦状交付による活動に対する責任感醸成  

・ボランティア活動用名札の用意（活動当日に地域の方々に名前で呼んでもらえる） 

・事後のふり返り結果を地域に周知（お互いにやりがい感） 

    

◇学校からの意図的な仕掛けにより参加生徒は年々増加傾向にある。 

◇地域の方々からは「中学生が来てくれるだけでうれしい」「行事を盛り上げようとするがんばりや

気配りがすばらしい」などの声を聞くことができ、生徒は地域に元気を与える存在であり地域を

変える存在であると感じている。 

 

○民生委員・主任児童委員との懇談会 

・学区内４地区の民生委員・主任児童委員約６０名と全職員の参加 

・全体会・校内見学・授業参観・地区別情報交換会  

   

◇学校における生徒の生活や職員の指導の様子を十分に理解してもらった上で協議を行うこと

で、積極的な協力を得ることができ、学校だけでは知り得ない地域や家庭の生の情報を得るこ

とができている。 

◇この懇談会をもとに、民生委員や主任児童委員が個別の家庭に対して具体的な支援を行っ

てくれるため、年間を通した連携・支援が可能となり、DV・ネグレクト・生活保護等への対応を

円滑に行うことができている。 

◇地区委員は長期歴任しているため、授業参観後のアンケート結果は、客観性や経年結果とし

ては保護者のものより信頼性の高い貴重な情報となっている。 

 

宇都宮市立陽南中学校 

★地域連携により、正のスパイラル効果が生じる 

１．陽南中学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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○魅力ある学校づくり推進フォーラム 

・全体会・班別協議・発表会  

・生徒５名と教員・保護者・地域住民５名を１０名１班とした１５班１５０名が体育館で話合い 

・地域から連合自治会・体育協会・保護司・議員・小学校長などの幅広い参加者層  

 

◇生徒は、地域の魅力ある大人との交流を通して、その方々を見習おうとしたり、地域愛や郷土

愛につながる思いをもったりすることができている。 

◇地域の方々は、自分たちの予想以上に生徒たちが地域のことをよく考えていることを知り、学校

に対してこれまで以上に貢献したいという気持ちが高まっている。 

 

 

 

 地域に開かれた学校づくりを積極的に推進することは、地域に根差した教育活動を充実させ、そこ

で活躍する生徒の生きる力が育つ。さらには、日常的・継続的な連携から地域活動が活性化すること

で地域コミュニティが醸成され、学校づくりのみならず、まちづくりの充実にまで波及効果がある。 

 

【地域の方々は…】 

「学校がよくなることは地域がよくなること」であり、学校が安定した状態で孫の代その先まで繁栄し

続けることが「いい地域」であるとの考えから、未来のためにも「学校に対して最善なことをしていかなけ

ればならない」という意識を強くもっている人が多い。そのため、PTA 活動を離れても学校に関わってく

れる人が多い。 

 

【学校として…】 

「ほめて伸ばす指導」を心掛けていて、学校としての方向性を地域に浸透させ、地域の方々にもほ

めてもらうため、学校からの十分な情報発信を日常的に心掛け、連携をさらに深めたいと考えている。 

 

【地域連携に関する様々な取組を通して…】 

「学校は地域を大切に思っている」ということを言葉と行動によって真摯に伝えることで、学校と地域

の連携が深まり、同じ方向性で子どもを育てることができている。結果として、地域の方々から生徒に

対する賞賛の言葉を多くもらうことができ、生徒の自己肯定感を高めることに大きく貢献していただいて

いる。 

生徒がよくなることで、学校がよくなり、保護者・地域からの信頼を得てさらなる協力を得ることがで

き、また生徒がよくなり…と、正のスパイラル効果が表れている。 

 

【地域連携とは…】 

学校経営は地域連携を抜きにしては語れない。地域づくりがあってはじめて「学校づくり」「まちづくり」

がある。これは三位一体である。 

職員は長くても７年だが、地域の方々はずっと長くその地域に居続ける。地域の方々の学校・地域

に対する意識は、学校の職員が思っている以上に深い。学校は、この地域の方々の気持ちを真摯に

受け止め、十分に理解する必要があり、中途半端な気持ちで業務に当たってはいけない。 

卒業生が「地域」に何をしたいか。何をするか。何をしたか。地域に貢献できる生徒を育てようとする

ことが大切であり、これを見ることができたときが一番の喜びであり、地域連携の成果である。 

 結果が出るのは随分と先であり、長い目で見る必要があるかもしれないが、絶対に忘れてはならない

視点である。 

 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 



 

- 61 - 

 

【事例５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒数：３９８名   学級数：１５（内 特別支援学級３） 

 日光市立大沢中学校は、昭和２２年の新学制に基づき河内郡大沢村立大沢中学校として創立。

日光市の南東部、旧今市市の国道１１９号線（日光街道）沿いにあり、日光杉並木の入り口に位置し

ている。平成１８年の市町村合併により、日光市立大沢中学校となり現在に至っている。 

日光連山から流れ出る豊かな水は、裾野で伏流水となり今市扇状地の扇のはずれで湧水となって

地表に顔を出す。大沢町は湧水あふれる地で、校地にも湧水を水源とする弁天川が流れている。清

らかな湧水流れる地に建っている。平成２３年４月より、大沢地区小中一貫教育学習指導研究指定

校となった。 

 

 

 

大沢中学校では、２名の方に地域コーディネーターを依頼している。１名は元 PTA 会長であり、もう

１名は元社会福祉協議会の大沢支所に勤務していた方で、いずれも地元の方である。これら２名の地

域コーディネーターを通して学校支援ボランティアを依頼している。また、これとは別にマイチャレンジ

事業の受入先等を仲介してくれるコーディネーターが存在する。こちらのコーディネーターは、大沢地

区健全育成協議会会長で、地元のライオンズクラブの役員でもある。こうした人脈を通じて、マイチャ

レンジ事業に協力してくれる事業所を開拓している。学校側の窓口としては、社会教育主事有資格者

である教頭が担当している。これまでの経緯もあり、現在も学校側のコーディネーターとして外部との連

絡調整を行っている。 

 大沢中学校の特徴は、これらのコーディネーターを通して得られる多彩な人脈を活用して、地域人

材を積極的に受け入れている点にある。大沢中学校では、生徒支援のために学校支援ボランティア

を多数依頼している。学習支援では、６名の学習支援ボランティアを正規の時間割に割り当て、チー

ムティーチングにより、主に学習が遅れがちな生徒の支援に当たっている。平成２６年度は４月から１２

月末までに、延べ１１０日間、２５３時間に及んでいる。この取組は、授業についていけないことで生徒

指導上での問題へと発展しがちな生徒に安心感を与え、非行の未然防止に役立っている。 

この他にも、授業の内容に応じて、家庭科における浴衣の着付けや、剣道の指導など、多くの外部

人材の支援を仰いでいる。部活動でも、フィールドホッケー部、柔道部、テニス部、家庭部などで外部

講師を招いている。 

マイチャレンジ事業では、１年生を対象にして１２の職種の専門家を学校に招いて講話を伺う「出張

マイチャレンジ」を実施している。１年生から事業を始めることで、キャリア教育での効果を上げている。

２年生のマイチャレンジ事業では、事前に礼法（マナー）講座も開いている。事業の講師や受入先の事

業所の開拓には前述のコーディネーターが大きな役割を果たしている。 

さらに、学校のホームページを頻繁に更新したり、学校開放を９月と３月に行ったりするなど、学校の

取組の様子を積極的に地域に発信している。こうした取組を通して、保護者が学校に抱いている不安

を取り除いている。 

 

日光市立大沢中学校 

★コーディネーターがキーマン！地域の教育力を積極的に

取り入れる 

１．大沢中学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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このように、管理職は学校経営の目標、経営方針と照らし合わせながら、地域との連携の有効な

活用方法を検討している。 

 

 

 

 いろいろな人が学校に入ってくることで学校が変わってきた。何よりも支援が必要な生徒に適切な支

援を行えるようになり、学校が落ち着いてきた。学校支援ボランティアが授業に組み込まれたことで、

職員の意識も変わり、空き時間に教科担任以外のクラスで自主的にアシスタントティーチャーとして協

力するといった教員も見られるようになった。ＰＴＡの会合に集まる保護者の数が増加するとともに、学

校に対する苦情が減った。 

 管理職は、地域との連携は学校にとって必要なことと捉えている。地域と学校の連携の目的は、学

校課題解決にある。学校課題はそれぞれの学校毎に違っているため、学校と地域の連携の方法やス

タイルもその学校や地域に応じたものになる。 

大沢中学校では、生徒指導上の課題解決のために、積極的に学校支援ボランティアをはじめとす

る地域人材の協力を仰ぐようになった。学校支援ボランティア等の受入にあたっては、コミュニケーショ

ン（声かけ等の配慮）の重要性を指摘している。特に、学期始めの学校とボランティアとの打合せをし

っかりと行うことで、お互いの思いやニーズがかみ合う。学校支援ボランティアを受け入れることは、ボラ

ンティア自身の生きがいにもつながっている。 

そして、こうした地域人材を依頼するためには、きちんとしたコーディネーターが必要である。 

 

 

 

○制度の周知と活用がまだ十分でないため、学校の実態に応じた活用を検討している。 

○現在、教頭が主に担っている地域コーディネーター等との連絡調整も、今後は新たに任命された地

域連携教員との役割分担を進めて行く。 

○地域連携教員の効果については、今後検証していく。 

 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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【事例６】 

 

 

 

 

 

 

○生徒数：７８７名   学級数：２７（内 特別支援学級３） 

小山第三中学校は、小山市の中心よりやや東部に位置し、学区内には、県営犬塚住宅や小山東

ニュータウンなどの住宅地とそれに平行した大規模商店やホームセンター等が並ぶ商店街、また数社

の大企業が近接する工業地帯などが存在する。 

昭和５５年４月に創立し、今年度は創立３５周年目にあたる。校庭には桜の木々が植えられている

が、これは開校当時、保護者や地域の人々が植えたもので、学校ができたことへの地域住民の喜びと

期待が感じとれる。こうした木々も大きく育ち、Ｈ２２年度には全日本学校緑化コンクールにおいて「準

特選」の栄誉にも輝いた。保護者の学校教育への関心は高く、学校には大変協力的である。 

また、部活動が盛んで、文化部・運動部共に、県大会・関東大会・全国大会において活躍し、数々

の賞を受賞している。 

 

  

 

「地域とともにある学校」とするためには、地域住民に学校へ目を向けてもらい、生徒や教職員との

交流などを通して、学校を理解してもらうことが必要と考える。また、地域や保護者との教育責任を分

担することで、教職員が子どもと向き合う時間の確保につながると考える。小山第三中学校は、こうし

た目的のために地域と連携している。 

 

○平成２６年度「地域とともにある学校づくり推進に係る研究」 

・小山市教育委員会から平成２６年度「地域とともにある学校づくり推進に係る研究」を委嘱 

・平成２５年度から市内小学校３校で研究が開始、そこに小山第三中学校の研究指定が加わる。 

・今年度、研究の第一段階として「研究推進委員」（学校関係者評価委員）を委嘱し、学校を会場

に「研究推進委員会」を年４回実施 

◇「研究推進委員会」では、研究の内容と方向性について協議を行い、７名の推進委員と４名の

教職員が、皆で考え、話し合う場となった。平成２７年度に、小山第三中学校がコミュニティ・ス

クールの指定を受けると「学校運営協議会」を設置することになるが、今後、教職員や地域の

人々がこうした熟議を行っていくことが、目標としている教育責任の分担（学校の課題解決への

参画）にもつながると期待される。 

 

○「三支会」（小山第三中学校を支援する会） 

・平成２４年度に当時のＰＴＡ会長の呼びかけで結成され、今年で３年目  

・メンバーの多くは、元ＰＴＡ役員で構成されている学校の応援団 

・教職員の校内研修会への講師としての協力（コミュニケーションスキル研修） 

・防犯パトロール（学区内での巡回指導）の実施 

・「教支塾」という若い教職員と協働した親睦会を主催 

◇「教支塾」の目的は、教職員が少しでも気持ちよく仕事ができるようにとの「三支会」の心配りであ

るが、若い教職員にとっては、地域は味方であるという認識や安心感をもつことができる。その結

果、日頃接している生徒や同僚以外の人々との対話や共通行動も増えた。（協働意識の向上） 

小山市立小山第三中学校 

★地域とともにある学校づくりの推進 

１．小山第三中学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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○１年総合的な学習の時間「地域の先輩に学ぶ」 

・１２の職種の講師（卒業生や地域住民等）が来校し、現役の専門職としての立場から講話等を行

う。 

・生徒は自分の聞きたい職種の講座を選択して、前半・後半の２つに参加することができる。 

・講師は、毎年講座を行っているので、充実した内容で説明の方法も工夫され、生徒にとって大変

分かりやすいものになっている。 

◇講師の中には、海外にも活動の場を広げ活躍している歌手もいる。直接、学校からの依頼を受

け、ボランティアとして協力してくれるのは、学校に対して貢献したいという気持ちと郷土愛につな

がる思いによるものと感じる。 

◇生徒は身近な地域の先輩である講師に直接会うことで、その人の職業に対する熱意を感じ取り、

また、苦労や喜びなどの生の声を率直に聞くことができるので、とても楽しみにしている。 

 

 

 

【教職員について】 

地域住民や保護者との対話や共通行動が増えたことで、教職員自身のコミュニケーション能力

が高まった。その結果、教職員同士の意思疎通がうまくいくようになり、さらに、家庭（保護者）と連

絡をとる教職員が増え、学校内だけでは解決できない生徒の課題解決にもつながった。他に、授業

や職員の研修における地域住民の専門的指導から、教職員自身の研修意欲が向上した。 

【地域について】  

   直接顔を合わせて話し合う場を設けたり、地域住民の自主的な取組を受け入れたり、学校支援

の機会を増やしたりすることで、さらに学校や生徒への理解が深まり、学校支援ボランティアや学校

に対して協力的な人が増えた。 

 【生徒について】 

   地元での職場体験の受け入れや地域の先輩から学ぶ授業の実施により、生徒の職業に対する

意識が高まった。また、地域から学ぶことで地域活動に参加する生徒が増えた。地域の役に立ちた

いと思う生徒を育てることにもつながった。  

 

 

 

〇地域連携教員は、教頭や主幹教諭と職務内容を分担し、主に授業の中で（校内・校外）、地域

と連携した取組の連絡調整を担当している。また、取組のさらなる充実を図るため、地域連携に

関する教育活動の企画・実践を行っている。 

〇連絡調整を主に電話等で行っているが、時には地域に出向いて直接顔を合わせて行うことで、よ

り地域を知ることができた。また、地域へ視野が広がったことで、地域素材の教材化に関心が高

まり、新しい地域教材を開拓したいと考えるようになった。 

〇大規模校では、活動を行う際のコーディネーションが必要な相手は、かなり多数になる。今後は、

PTA 活動を離れても学校に関わってくれる意識の高い人や団体等からコーディネーターを発掘し、

地域連携教員と協働して取り組んでいくことで、学校と地域が連携するしくみづくりができることが

望まれる。 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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【事例７】 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒数：２９８名   学級数：１１（内 特別支援学級２） 

那須塩原市立東那須野中学校は、昭和２２年に那須郡東那須野村立東和中学校として創立さ

れた。昭和２４年に新校舎へ移転し、校名を東那須野中学校に変更した。那須塩原市の東部に位

置し、那須塩原駅、国道４号線、東北自動車道から近いなど交通の便も良く、また、近年では、大型

のショッピングセンターやアウトレットが近くに建設されるなど都市開発が進んでいる地域にある。地域は、

昔からまとまりがあり、学校と地域が連携してつながりを築いてきた。平成１７年の市町合併により、那

須塩原市立東那須野中学校となり現在に至っている。 

  

 

 

那須塩原市では、平成２３年に小中一貫教育基本方針が策定され、各学校において地域の特色

を生かした教育活動が行われている。東那須野中学校では学区内の小学校と連携した「トライアング

ルプロジェクト」の一つとして、小学生や地域住民を巻き込んだ地域連携活動に取り組んでいる。主な

取組は以下のとおりである。 

 

○「熊川の源流を訪ねて（熊川強歩）」 

年１回、６月の「県民の日」にあわせて、東那須野中学校区の小学生、中学生、地域住民が参加

し、熊川周辺の１１㎞～３１㎞の５コースをそれぞれ完歩する行事である。始まった当初は中学校のみ

の行事であったが、次第に小学校や地区公民館を巻き込み、現在では中学校区の行事として実施し

ている。平成２６年度で１４年目を迎えた。参加者は１０００名を超え、地域外や県外からの参加や卒

業生の参加もある。 

運営体制として、小中学校の職員及び公民館職員で「運営委員会」を設置しており、公民館や中

学校を会場としながら委員会を開催している。公民館は、老人会や交通安全ボランティア等、地域の

団体との連絡調整を行っており、行事の実施に当たり幅広い方々の協力を得ている。また、生徒会、

児童会、担当教員で構成された「小中合同リーダー研修会」を実施し、その年ごとにテーマ（目標）を

設定することで、児童生徒が行事に主体的にかかわることを大切にしている。 

行事を通して小学生と中学生の交流が生まれており、小学生が中学校へスムーズに進学できるき

っかけづくりができている。 

○全校道徳の取組 

道徳教育の一環として、生徒が地域の有識者から話を聴く講演会を実施し、生命や人権の尊重に

ついて考える機会としている。近隣小学校の６年生、保護者、地域住民にも参加を呼びかけ、公開授

業として実施している。講師の選定、参加者の呼びかけなどについては公民館、PTA と連携して行っ

ており、婦人会・老人会からの参加や保護者の参加が増加している。保護者や地域住民を巻き込ん

で実施することにより、地域や家庭で大人と子どもが話題を共有することができ、授業以外でも道徳教

育が推進されるきっかけづくりとしている。また、事前に行う道徳の授業と全校道徳を関連づけて実施

しているとともに、小学校の授業でも活用できるよう指導案の共有を図っている。 

 

那須塩原市立東那須野中学校 

★子どもの「生きる力」を育む地域連携 

１．東那須野中学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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○東和会の活動 

東和会は、ＰＴＡ会長や役員、役員のＯＢで構成されており、学校行事や地域行事への参加協力

を行っている。ＰＴＡが母体となっているため、学校と地域の橋渡し役を担っている。 

○その他の地域連携活動 

地域の太鼓保存会の活動には東那須野中学校の生徒も参加しており、練習の成果を学校や地域

の行事で発表している。夏に那須塩原駅東口前駐車場を会場として行われた盆踊りで中学生がお囃

子演奏を担当したり、那須塩原市のお祭りである「那須野巻狩まつり」では「大将鍋山車」でのお囃子

を任されたりするなど、地域行事の実施にあたり中学生が大いに貢献した。太鼓の他にも、生徒の地

域貢献の場として、同じ「那須野巻狩まつり」のステージ発表での合唱披露、地域の清掃活動への参

加、地区の公民館に生徒が制作した作品を販売する「東中ショップ」の開催などを行っている。 

 

 

 

地域との連携が生徒に与える効果では、行事を通した子どもたち同士、地域の人々との交流から、

より良い人間関係を築くことができている。また、地域での活動は、生徒が得意とすることやもっている

力を充分に発揮できる場となることもあり、そのことが生徒の自己実現につながることもある。 

教員に与える効果として、地域と連携した活動が多くなるほど、多くの教員が地域の方々とかかわる

機会が増え、そこから地域の方々の顔がわかり、様子がわかるようになり、協力が得られやすくなって

いる。 

地域に与える効果として、連携活動が、地域の方々が子どもたちや学校のことを知り、理解する機

会となっており、学校に対する批判的な意見も少なくなっている。 

地域との連携を進める上で、連携活動を通して生まれる人と人とのかかわりを大切にしている。生

徒、教員、保護者、地域住民それぞれが互いを理解するために、まずは互いのかかわり合いからわか

ることも多い。このかかわりは教員や地域住民の生徒理解、保護者や地域住民の学校理解につなが

り、必ず学校に還元されるものと考えている。学校は積極的に地域に出向き、また保護者や地域の

方々には積極的に学校に来ていただくといった互いの交流から地域の教育力は向上され、ひいては学

校・家庭・地域が連携し子どもの「生きる力」の育成につながるものと考えている。 

また、小学校と連携しながら地域との連携を進めており、子どもたちは小学校から中学校までの９年

間を通して地域にかかわっている。このことは、子どもたちの地域への愛着形成、郷土理解につながる

ものと考える。この小・中学校の経験から、将来、地元に貢献する人へと成長してくれることを期待して

いる。 

 

 

 

○地域連携体制の基礎づくりとして、地域連携推進計画を作成し、地域連携活動と学校課題の

関連性を明らかにするとともに、年間の活動内容を全体で共有した。 

○中学校区の「地域人材バンク」を作成、学区内の小学校２校と共有するなど、新たな取組を始

めることができた。 

○地域や小学校と連携した事業についても、これまで以上に交流を進めながら実施することができ

た。 

 ○地域連携教員は設置が始まったばかりであり、今後はその役割や業務内容を明確にし、機能を

充分に発揮していくことを期待している。 

 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 



 

- 67 - 

 

【事例８】 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生徒数：５６０名   学級数：５学科１５学級 

 昭和４７年４月、小山高校より、農業に関する学科を分離・独立し、栃木県立小山園芸高等学校と

して、小山市東山田に開校。平成８年４月、農業系、家政系、商業系、工業系の６学科（男女共学）

を備えた総合選択制専門高校に学科再編し、それに伴い、校名を小山北桜高等学校と改称。平成２１

年４月より、園芸科学科、造園土木科、建築システム科、総合ビジネス科、生活文化科の５学科、定員  

２００名（各科とも男女共学定員４０名）の総合産業高校して現在に至っている。学校のある東山田は、小

山市北部に位置し下野市との市境にある。西側を新国道４号線が走り、緑豊かな農村地帯ながら工業団

地にも隣接している。すぐ近くには国分寺特別支援学校がある。 

校名の「北桜」の「北」は学校が小山市の北北東にあることから、「桜」は校門付近を中心に校地を取り

囲むかたちで桜が数多く植えられて、春の開花時には学校全体が桜の花に包まれて美しいことから、また

「桜」は豊かな自然環境をあらわし、明るく情緒豊かな明日の産業人の育成を目指す本校を代表する花

であることから命名された。 

 

 

 

 小山園芸高校の時代から地域に根付いた取組を進めてきたが、平成１２年度から始まったインター

ンシップ事業により、地域との結びつきをより強めている。インターシップの実施にあたっては、農業振

興事務所、小山市産業振興課、地元商工会、ＪＡ小山などと連携し、農家や企業など、受け入れ先

の確保に努めている。 

連携は多岐に及び、生徒が企画・考案した「もっちり北桜カレーパン」を「道の駅小山」で販売したり、

ＪＲ小金井駅に生徒が栽培した草花のプランターを設置したりしている。また、小山市の花である「思

川ざくら」の苗木を育て、市内各所に配付したり、学校で育てた農作物を、出身生徒がいる市内の小

中学校に提供したりもしている。課外活動の「Yosakoi ソーラン部 櫻笑」は、慰問活動などを通して各

地の施設等で公演している。秋には、５学科が連携した販売実習「櫻プロジェクト事業」が開催され、

生徒が育てたナシやブドウなどの「秋の味覚」を地元の東山田上自治区の住民に販売し交流を深め

ている。 

学校との連携では、近くの小山市立萱橋小学校や小山市立美田中学校、国分寺特別支援学校

などと交流を行っているほか、絶滅危惧種である「トラサワトラノオ観察圃場施工」を通して、市外の下

野市立吉田西小学校とも交流している。そのほかにも、県教育委員会が進めているジュニアキャリア

アドバイザー事業を通じて近隣の小中学校の児童・生徒を受け入れ、総合産業高校ならではの体験

の場を提供している。 

 

 

 

 

 

栃木県立小山北桜高等学校 

★総合産業高校の特性を生かし、地域とともに地域人材を育

成する 

１．小山北桜高等学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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地域との連携が生徒に与える効果では、学校の外に生徒の活躍の場が確保されることで、生徒の

自己有用感が高まることが挙げられる。自ら企画し育成したり、製作したものが多くの場所で受け入れ

られることでモチベーションが向上する。また、こうした出来事が新聞報道等で取り上げられることで、

生徒のみならず、職員の意識も高まってくる。 

 学校にとっては、特にインターンシップ事業を通して、専門教科の職員のみならず、普通教科の職員

も積極的に地域との関わりをもつ機会が増えることで、学校として育てるべき地域人材としての生徒像

が明確になる効果がある。また、職員には、限られた学校予算のなかで、より有効な地域との連携を

模索し、各種の補助事業なども積極的に活用していくような姿勢がみられるようになった。 

地域にとっては、インターンシップ事業は受入先の企業にとっても、小山北桜高校の理解につながり、

就職にあたっての生徒の積極的な採用にもつながっている。また市役所などとの連携で、イベント等の

事業で貢献するなど、地域の活性化にも一役買っている。 

このように、地域と連携することで、学校教育だけでは達成しにくい教育目標を、地域の教育力を取

り入れて達成している。ゆくゆくは学校の広大な敷地を有効活用して、地域の人たちが学校に集い活

動できるような場を設ける「スクールパーク構想」を実現していきたいと考えている。 

 

 

 

○主幹教諭であり社会教育主事有資格者でもある農場長が務めている。（農場長という校務分掌

は、農業系の高等学校独自の分掌であり、農業系の学科全体を総括する立場にある。） 

○もともと、地域との連携を含む外部との交渉は農場長が務めていたが、地域連携教員に任命さ

れたことで、総合産業高校となり農業系以外の職員も増えた中で、特に校内での立ち位置が明

確化され、活動しやすくなった。 

○校長は、地域連携教員の設置について好意的に受け止めており、管理職が制度の趣旨を良く理

解して職員に浸透させていくことが大切であると考え、これからの地域連携教員の活躍と制度の

定着に期待を寄せている。 

○今後、市内の高校の地域連携教員と市の行政担当者が一堂に会して話し合いが持てる場を作

れれば、高校にとっても行政にとってもメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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【事例９】 

 

 

 

 

 

 

○児童生徒数２９６名（小学部９８名、中学部６１名、高等部１３７名）    学級数６７ 

栃木特別支援学校は、栃木県で初めての知的障害養護学校として昭和４９年に開校した。栃木

市の西南部に位置し、学校周辺は閑静な田園地帯であり、近くには山林もあるなど、自然環境に恵ま

れた地域である。遠距離で毎日の通学が困難な児童生徒のため、寄宿舎を設置している。また、医

療的ケアを必要とする児童生徒には、学校看護師が対応している。平成２２年度には、肢体不自由

のある子どもが身近な地域で専門的な教育が受けられるよう、肢体不自由教育部門が開設された。

県内で初めての知肢併置校である。 

地域連携に関する組織体系について、「交流教育部」に「学校間・居住地校交流係」「地域交流

係」「ボランティア係」の３つの係が置かれており、地域連携教員は「地域交流係」に位置づけられてい

る。 

 

 

 

栃木特別支援学校では、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みである「インクルーシブ

教育システム」の構築に向けた特色ある教育活動の一環として、地域と連携した取組や特別支援教

育における地域支援を行っている。主な取組は以下のとおりである。 

 

○地域等との交流 

年３回程度、地区の敬老会との交流活動を継続して実施している。お年寄りの方々を学校に招待

し、ゲーム等の活動をとおして交流活動を図っている。また、平成２６年度からは、地域連携教員の計

画により、その他の交流の機会も増えてきている。例えば、地区の公民館と連携し、公民館の清掃活

動や公民館での学校紹介など、地域に出向いた交流活動を新たに始めたところである。また、地域の

方々が学校に来る機会をより多く作るため、地区自治会連合会の会議等を学校で開催し始めたとこ

ろである。 

 

○障害者支援ボランティアの養成 

広範な地域との連携の取組として、障害者支援ボランティアの養成を行っている。高校生から一般

県民を対象に実施しており、年間３０名程度が講座に参加している。講座を修了した方々はボランティ

ア登録を行い、学校からの依頼に応じて行事等へ参加協力している。 

 

○近隣小中学校との交流 

年２回（１学期・２学期に各１回）、近隣の小中学校の子どもたちとの交流活動（三校交流）を実施

している。１学期は栃木特別支援学校を、２学期は近隣中学校を会場に、ゲームやオリエンテーショ

ン等の活動をとおして、子どもたちが相互理解を深める機会としている。特に２学期の活動では、中学

校の生徒が中心となって活動を企画、運営しており、中学生が特別支援学校の児童生徒と一緒に

行える活動を考え、実施することから、障害のある子どもたちへの理解を深め、互いのより良い関係づ

くりを行っている。 

 

栃木県立栃木特別支援学校 

★障害者を優しく見守る社会の実現を目指して 

１．栃木特別支援学校の紹介 

２．地域連携における特徴的な取組 
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○栃特サポートセンターによる地域支援 

  「栃特サポートセンター」は、地域における特別支援教育のセンター機能の役割を担っている。ここ

では、市内の教職員を対象とした特別支援教育における教職員の専門性を高める授業・事例研究、

研修、教職員・保護者を対象とした障害のある子どもの教育相談等を実施し、市内の支援を要する

子どもたちを全体でサポートしている。 

 

 

 

  栃木特別支援学校において、学校教育を通じて、障害者やその家族を優しく見守る社会を作るこ

と、また、障害のある子どもたちに対する社会的な理解を促し、社会全体で支え育てるという機運の醸

成を図ることは、学校経営における基本的な考え方となっている。このような社会は、学校が地域と連

携し、地域に学校や子どもたちをよく理解してもらうことから実現していくという考えのもと、地域との連

携を推進している。実際に、連携活動を通して地域の方々の理解が深まり、学校に協力的な人も増

えてきている。子どもたちは、地域の方々との交流から学習意欲が向上したり、あいさつなどの社会性

を身につけたりしている様子などが見られる。また、三校交流などの体験から、近隣の小中学校の卒

業生には、特別支援学校の教員や介護福祉の仕事に就く人もおり、地域との連携が障害者への理

解につながっているものと考えている。地域との連携は、インクルーシブ教育システムの構築に向けた

特色ある教育活動の実現に直接結びつく取組であると考えている。 

 

 

 

 ○特別支援学校では、特別支援学校の児童生徒と小・中・高校及び地域の人々との多様な交流

を推進する交流教育を行っている。これまで交流教育で取り組んできたことをベースとし、地域連

携教員を中心に、地域との連携をより一層充実させられるものと考えている。 

○障害のある子どもたちに対する地域の理解をより深めていくため、地域の方々との日常的な交流

やふれあい、また、高齢者や子どもだけでなく幅広い年代の方々との交流・かかわりを作っていくこ

とが今後求められている。地域連携教員には、地域の方々にとってのより身近なパイプ役となり、

交流教育だけでは、なかなか手の届かなかった地域や世代の人々を含めた交流の場作りなど、

子どもたちのことを知ってもらう具体的な場面作りや共同活動作りを積極的に行う役割を担って

いくことが期待されている。 

○交流教育と地域連携の着地点には重なる部分もある。地域連携教員の役割や目指すところに

関する教職員の理解はまだ十分とは言えないところもあるが、実践を積み重ねていくことで共通

理解を図っていければと考えている。 

 

３．地域との連携が学校経営に与える効果 

４．地域連携教員の設置について 
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（２）県外事例に学ぶ                                     【事例１０】 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県では、第２期滋賀県教育振興基本計画の中の基本目標

「未来を拓く心豊かでたくましい人づくり～学び合い支え合う『共に育

つ』滋賀の教育～」を受けて、５つのミッションを行っている。 

その中の一つ「地域・家庭の教育力の向上」では、具体的な取

組として、「地域の力を学校へ」推進事業を行っている。「滋賀学校

支援センター（H20.11.1～）」を設置し、学校支援ディレクター(H１９

年度～)が、学校と地域の人々・企業・NPO などの支援者を結び付けている。支援方法を「学校支援

メニュー」として学校支援メニューや連携事業の実践事例を掲載したハンドブックを県内の公立学校

に配布している。現在の登録団体は 170 団体で、支援メニューは 263 に及んでいる。平成１４年度よ

り県内の全公立学校の校務分掌に「学校と地域を結ぶコーディネート担当者」を位置付け、その担当

者が学校支援ディレクターと連携を図り、連携授業を行っている。毎年、新任のコーディネート担当者

を対象として新任研修を行っている。また、年に 1 回「しが学校支援メニューフェア」を開催し、各企業

や団体がブースを設置して、担当者が直接、説明を受ける機会を設けている。 

「地域の力を学校へ」推進事業は、コーディネート担当者の意見、実際に授業を受けた子どもたち

の意見からも、子どもたちの学びを深めていくことに大変役立っている、また本物に触れる機会として関

心や意欲にも結び付いていることが分かる。また、滋賀県学習情報提供システム「におねっと」からの

閲覧も可能で、学校向けの内容も充実しており、「学校関係者の窓口」を設けて、「地域の力を学校

へ」推進事業のページから、しが学校支援メニューを利用することができる。 

支援メニューについては、企業はほぼ無償で、ＮＰＯ等は交通費程度の負担で実施し、地域貢献と

いった考え方が浸透してきて、参加する団体も増えてきている。昨年は８０校が連携授業を行っている。

今年度は１月末の段階で８３校が実施し、これまで連携授業を実施したことがある公立学校全体の 

４４％前後の学校の活用である。今後は、まだ未実施の学校も含め、残りの学校に働きかけていくこと

が課題となっている。学校側においては、やはり管理職の認識差が大きいことが課題となっている。 

また、滋賀県の学校支援本部事業であるが、現在、コミュニティ・スクール（Ｃ・Ｓ）にシフトしている段

階で、シフトしても生涯学習課が主管課として行っていくということであった。 

 

 

 

草津市で平成１０年度より行っている「地域協働合校推進事業」とは、子どもと大人の協働による

地域学習社会づくりを目指している。小学校および中学校、地域ごとに、まちづくり協議会、自治連合

会、PTA など幅広い構成員による「地域協働合校推進組織」が置かれ、学校と地域と家庭が連携を

しながら推進している（予算は市費単独で各校約２４万円）。草津市は、人口の急増地帯であり、地

域のつながりを深めるため、学社連携の重要性が高まっている中での「地域協働合校」は、子どもと大

人が共に学び輝きあえるまちづくりの大きな役割を担っている。 

草津市立常盤小学校の学区は、草津市北部琵琶湖畔に位置し、広々とした田園風景と清澄な

空気に恵まれた静かな農村地帯で、重要文化財が数多く存在する歴史ある地区である。創立１４１

年目の常盤小学校は、その中にある学級数１４、児童数２６８名の学校である。 

滋賀県教育委員会生涯学習課、草津市立常盤小学校 

★「地域の力を学校へ」推進事業  
～企業・地域の力を学校へ～ 

２．草津市立常盤小学校における地域との連携に関する取組 

１．県教育委員会としての取組 
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常盤小学校では、地域協働合校担当（県の学校と地域を結ぶコーディネート担当と兼任）が中心

となり、人や情報をつなぐ等のコーディネーターとしての役割を実践しながら、様々な活動に取り組んで

いる（ただし、学校の担当は取りまとめが中心で、実際に動いているのは学年ごと）。活動は、地元の団

体やまちづくり協議会との連携事業や草津市と協定を結んでいる立命館大学との連携事業、県の

「地域の力を学校へ」推進事業を生かした企業との連携事業などバラエティーに富んでいる。運動会

やふれあいまつりなども学校と地域との連携で実施している。 

 

 

 

常盤小学校の校長が挙げた学校と地域の連携が学校経営に与える効果は、 

①地域協働合校の取組により、教員自身も地域との連携のメリットを感じることができ、意識の高揚

につながっている。 

②企業は授業構成をしっかり考えているので、教員が授業づくりについて学ぶ機会にもなっている。 

③担当者が、進んで連携授業に関する情報を校内で提供したり、担任が新しい連携授業を開拓し

たりするようになった。 

④子どもたちに、地域・学校を大切にするという意識や地域に支えられている意識、ふるさとを大事

にする意識の高まりが見られるようになった。地域の方とも違和感なく接している。 

⑤子どもたちには、様々な領域の専門家による授業を受けることができ、本物に触れる機会になる。 

⑥地域の人、企業の人にも学校を知ってもらう機会になっている。 

等である。教職員にとっては、打ち合わせの時間の確保などの課題はあるが、「子どもたちにプラスにな

る」から進めるという意識で取り組んでいる。 

 

《「地域の力を学校へ」推進事業》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県教育委員会ＨＰより抜粋 

３．学校と地域の連携が学校経営に与える効果  
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【事例１１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの地域が学校を支援するといった一方向の関係から、学校と地域の双方向の関係づくりを

推進し、地域全体で子どもを育てるため、平成２６年度から「ひょうご地域“共育”ネット」を県内の小中

学校に設置している。「ひょうご地域“共育”ネット」では、学校と地域の組織・団体がネットワークを構

成し、学校と地域が、学校の教育目標や地域の教育課題を共有し、子どもたちのためにより協働して

いくことが目標とされている。 

 

 

 

芦屋市立精道小学校は、芦屋市の中心に位置し、学級数２５、児童数６９１名の学校である。阪

神淡路大震災では特に大きな被害を受け、震災を語り継ぐ会や学校主催の「防災教育」に力を入れ

ている。 

地域との連携に関する取組として、平成２２年度から学校支援ボランティア組織「精道小Ｓｍｉｌｅね

っと」を立ち上げ、様々な学校支援活動を行っている。「無理なく楽しくできることから」をモットーに、約

１２０名の登録ボランティアが活動している。活動予定は、毎月、活動案内をＰＴＡ、自治会等に配布

し、ボランティア登録していない人も参加できるよう工夫している。ボランティアのコーディネートは地域

コーディネーターを中心にＳｍｉｌｅねっと運営委員会が行っている。運営委員会はＰＴＡ担当、ＰＴＡ役

員ＯＢ、地域代表の９名で構成されており、ＰＴＡや地域との連携を密にしている。 

学校支援ボランティア活動の一つである図書ボランティアは、司書補助員が来る前の８時１０分か

ら図書室を子どもたちに開放している。図書室の環境整備もよく行っており、大変居心地の良い空間

となっているため、業間には多くの子どもたちが集まっていた。園芸ボランティアは、業間に活動を行う

ことで、子どもたちが一緒に活動に参加できるよう工夫している。子ども、保護者、地域住民が一緒に

活動することで、ボランティアもやりがいをもって活動に参加できている。学校には、様々な種類の植物

が植えられ、整備も行き届いており、市のコンクール等では受賞もしている。また、学校の花壇を市の

「オープンガーデン」にエントリーし一般開放する等、地域住民が学校に足を運びやすくなるよう工夫も

している。 

 

 

 

Ｓｍｉｌｅねっとの活動をとおして保護者が学校に足を運ぶようになったことで、保護者と教職員のつな

がりが生まれ、子どものことについて話しやすい関係づくりができた。また、普段からたくさんのボランティ

アが学校に出入りしているため、教職員と地域住民の壁が低くなり、距離が近くなっている。さらに、  

Ｓｍｉｌｅねっとは地域住民の交流・情報交換の機会もコーディネートしており、情報交換会をとおして、

学校や子どもたちの教育課題に対する地域の方々の関心が高まるとともに、保護者と地域住民の交

流が図れている。交流が生まれたことにより、若い保護者が、子どもたちのために頑張っている地域住

民の姿を見ることができ、後を引き継ぐ人も出てくるようになった。学校支援活動に地域を巻き込むこ

とによって、地域とのつながりが生まれ、地域住民が学校を支援するだけでなく、子どもたちが地域の

行事に参加・協力するといった双方向の関係づくりができている。 

また、精道小学校での取組は市全体に広がっており、精道小学校をモデルに、他の小学校や中学

校でも、学校支援活動が始まっている。 

兵庫県教育委員会・芦屋市立精道小学校 

★学校と地域の双方向の関係づくりを推進するために 

「ひょうご地域“共育”ネット」 

２．芦屋市立精道小学校における地域との連携に関する取組 

３．学校と地域の連携が学校経営に与える効果  

１．県教育委員会としての取組 
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【事例１２】 

 

 

 

 

 

 

奈良県では、平成２３年度に国の補助事業を活用して「学校・地域連携事業」を開始した。これは、

奈良県の教育課題解決に向けて、学校と地域が連携して、子どもたちへの放課後支援を軸として、

地域ぐるみで子どもたちの育ちを支える様々な取組を行う事業である。平成２５年度からは、この取組

を発展させ「学校・地域パートナーシップ事業」を開始した。 

「学校・地域パートナーシップ事業」は、保護者・地域の人々が教育活動に「参画」し、学校と保護

者・地域が「協働」することにより、学校をベースとした地域コミュニティを再構築し、地域の教育力の

向上を図る事業である。具体的には、地域の人々や保護者と協働するための窓口となる組織を学校

に設置し、学校の代表者と保護者・地域住民の代表者等で組織された「学校コミュニティ協議会」に

おいて、子どもたちの課題解決に向けた「熟議」を行い、学校と地域がパートナーシップの下に子どもた

ちを育んでいく事業である。平成２６年度は、県内の３０市町村２７７校（奈良県の小・中学校数は３９

市町村３０７校。）でこの仕組みが整っている。 

事業立ち上げの際には、「教職員の負担増加」や、「地域との連携は既に行っているのにこれ以上

何をやるのか」等といった意見が学校から示された。そこで、平成２４・２５年度の２か年にわたり研修を

行い、事業の趣旨や期待される効果について周知を図った。また、現場の声をよく聞くため、県の職員

は市町村を訪問し、顔の見える関係づくりを行った。 

学校コミュニティ協議会の構成については、既存の組織を活用することを推奨し、現場の負担が少

なくなるよう配慮している。その結果、学校単位だけでなく、地区や市町村単位の協議会も生まれてき

ており、より地域の方々を巻き込んだ組織になっている。 

また、県立学校においても、「地域と共にある学校づくり」を進め、平成２５年度からモデル校７校に

おいて事業を開始し、平成２６年度はすべての県立学校で実施している。地域と共に、生徒の未来を

切り拓く体験の場を積極的に創出し、取組を通じて地域貢献を図るとともに、県立学校の特色ある学

校づくりを推進している。 

 

 

 

学校コミュニティ協議会で熟議する子どもたちの課題や必要な支援については、まず教職員が熟

議し、その内容を学校コミュニティ協議会の議題として取り上げている。この仕組みにより、すべての教

職員に学校の教育課題に対する共通理解が図られるとともに、地域との協働への意欲が高まり、教

職員のスキルアップが図られている。 

また、地域コーディネーター、地域住民、学校の関係が良好になり、保護者やボランティア同士につ

ながりが生まれ、多くの人が学校支援活動にやりがいをもって参加している。 

 

 

 

平成２５年度の調査によると、県内３９市町村中、社会教育主事を発令している市町村は１３市町

村、発令はしていないが有資格者がいる市町村が２０市町村であった。市町村の社会教育主事・有

資格者で「市町村社会教育主事協議会」を組織し、研修や調査研究等を行っている。 

教員の主事講習派遣は行っておらず、学校での有資格者のほとんどは教育委員会経験者である。 

また、社会教育主事が「学校・地域パートナーシップ事業」の担当者で、事業を推進している市町

村もある。 

奈良県教育委員会 

★「学校・地域パートナーシップ事業」（地域と共にある学校づくり） 

１．学校と地域の連携に関する取組 

２．学校と地域の連携が学校経営に与える効果  

３．社会教育主事・社会教育主事有資格者の活動状況  
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【事例１３】 

 

 

 

 

 

 

岡山県では、地域が総ぐるみとなって、子どもを育てる体制を構

築し、学校・家庭・地域の教育力の向上を図ることを目的として、

「おかやま子ども応援事業」に取り組んでいる。その３本柱である「学

校支援地域本部」「放課後子ども教室」「家庭教育支援」と「土曜

日教育支援事業」を、有機的に連携を図りながら実施している。 

学校支援地域本部の設置等を行っている中学校区は、県全体

の中学校区の８０％程度である。これを、平成２８年度までに    

１００％にすることを目標としている。 

また､子どもや学校への支援の充実を図るため、「おかやま子ども応援センター」を設置している。 

企業・団体・大学等を「子ども応援人材バンク」に登録して、ホームページで紹介したり、「おかやま

教育支援活動メニューフェア」（滋賀県の取組を参考）を開催したりして、支援内容の相互理解が深

められるようにしている。センターでは、学校の求めに応じて、登録企業等を学校に紹介するなど、仲

介を行っている。 

 

 

 

岡山県は、平成２４年度から県内の公立学校に、学校と地域との連携の窓口として、学校に「地域

連携担当」を校務分掌に位置付けている。平成２４年度末にはアンケートを実施し、その取組や効果

を明確にした。平成２６年度は３年目を迎え、年度末に再度アンケートを実施し、１回目のアンケートと

比較したり、さらなる効果を明らかにしたりする予定である。 

地域連携担当が学校の窓口の中心となって、学校と地域を結んでいる効果として、「児童生徒が

地域住民との良好な関係を築いた」「学区内のパトロールや技能系学習の支援が充実した」「地域連

携が効率よく進み、学校と地域住民との良好な人間関係の構築が図られた」などが挙げられ、学校と

地域の連携がより推進された。 

また、教育委員会が中心となって、「地域連携担当者研修講座」や「ミドルリーダー研修会」を実施

したり、学校支援地域本部の支援体制作りのマニュアルを作成配布したりすることで、バックアップを

行っている。 

 

 

 

有資格者の活用については、市町村教育委員会の社会教育主事の設置状況が 59％ということで、

市町教育委員会における社会教育主事の配置について、教育長名で文書を送付したり、教育長会

で依頼したりして促している。また、社会教育主事講習受講のチラシを配布するなどし、今後も有資格

者を増やしていく考えである。 

一方、「地域連携担当」については、有資格者限定というわけではなく、現状としては、教諭が多い

が、学校規模等に応じて、校長、教頭（副校長）、主幹教諭、事務職員も就いている。   

 

 

岡山県教育委員会（岡山教育事務所） 

★学校と地域の連携の窓口 ～「地域連携担当」～ 

１．学校と地域の連携に関する取組 

２．学校と地域の連携が学校経営に与える効果  

３．社会教育主事・社会教育主事有資格者の活動状況  
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岡山県教育委員会提供     
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【事例１４】 

 

 

 

 

 

 

山口県教育庁では山口県教育振興基本計画に基づき、３つ施策の柱を定め、さらに１０の緊急・

重点プロジェクトを設定し、その中で地域とともにある学校づくりであるコミュニティ・スクール（以下ＣＳと

する）及び子どもたちの１５年間（幼児期から中学校卒業程度まで）の育ちを地域ぐるみで見守り、支

援するため、中学校区をひとまとまりとした仕組み「地域協育ネット」を推進している。学校・家庭・地域

が連携・協働した教育活動を推進するため、ＣＳ主管課の義務教育課と「地域協育ネット」主管課の

社会教育・文化財課が中核となり、教育庁内の関係部局との連携を取り合っている。年に３回、「地

域協育ネット」連絡会議及びＣＳ担当者会議を合同で行っている。また、県内１５１中学校区の中から

４３の推進協力校区を指定し、「地域協育ネット」の一層の普及・充実を図っている。 

「地域協育ネット」とは、中学校区の各小・中学校のＣＳや幼稚園・保育所、高等学校、公民館や

地域の関係団体等が連携した教育支援体制である。山口県教育庁では、①中学校区をひとまとまり

とした運営 ②「地域協育ネット協議会」の設置  ③コーディネーターの配置  ④ＣＳの推進を重視しな

がら、各地域の仕組みづくりを支援している。 

人材育成の面では、「地域協育ネット」コーディネーター養成講座、教育支援員等研修会、学校関

係者と地域関係者の合同研修会などを開催し、全県的な取組を推進している。「地域協育ネット」の

広報としては、テレビ番組を制作・放映したり、実践事例集やリーフレットを配布したりして県民への周

知を図っている。 

さらに、「熟議の場づくり」応援出前講座として、社会教育・文化財課職員等がファシリテーターとな

り、要請に応じて学校運営協議会や地域協育ネット協議会に出向いて、事前の打ち合わせをもとにプ

ログラムを実施するなど、協議会の活性化による取組の充実を図っている。 

 

 

 

萩市立萩東中学校は、学級数１７、生徒数４６８名の学校である。

この学校では、学校が抱える課題を解決して、学校の正常化・安定

化を図ることを目的とし、コミュニティ・スクールを導入し、促進を図っ

てきた。その際、全面的に協力してきたのが、学校のＯＢ・ＯＧ、 ＰＴＡ

で組織された「てごの会」（※てごとは、手伝いをするという意味の方言）である。この会が、この学校の

学校支援ボランティアの原点であり、以来ずっと支援を続けてくれている。その後、中学校区のタテとヨ

コの連携を図ることを目的とし、ＣＳ（１６名の学校運営協議会委員を選定）と「地域協育ネット」（この

中学校区では、特産の夏柑から、「夏柑（なつかん）ネット」と呼んでいる）の一体的な推進を図り、夏

柑ネット本部（学校支援ボランティア本部）と連携しながら、地域の連携の充実を促進している。 

現在、コーディネーターは存在していないが、教員と学校支援ボランティアが所属する４つのプロジェ

クト部会それぞれで役割分担をし、地域との連携を図りながら活動をコーディネートしている。各プロジ

ェクトでは、学校運営協議会の際に学校の課題を示し、問題点を共有しながら「熟議」を重ね、取組

を行っている。 

萩東中学校には、「学力向上のための１０の動きづくり」の取組の中の地域の高校生などを指導者

とする土曜塾やＣＳ授業参観、「人材育成ユニット」による授業参観は、この４つのプロジェクトがらみの

ものである。ＣＳ授業参観では、授業研究会において、参観した学校運営協議会の委員からも積極的

に授業に対する意見をもらっている。 

山口県教育庁社会教育・文化財課、萩市立萩東中学校 

★地域ぐるみで子どもを育む仕組み「地域協育ネット」 

２．萩市立萩東中学校における地域との連携に関する取組 

１．県教育委員会としての取組 
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山口県教育庁提供 

その他、「夏柑ネットカレンダー」（中学校区各小中学校の行事予定を掲載）を毎月発行し、児童

生徒はもちろん地域にも配布している。学校だよりも地域に配布し、学校を理解してもらえるように努め

ている。 

また、「地域貢献、学校を地域の学びの場に」をねらいとして、学校運営協議会で発案・熟議し、地

域人材の協力を得て１３の公開講座を実施し、地域の方々に参加してもらっている。 

 

 

 

萩東中学校の校長が挙げた学校と地域の連携が学校経営に与える効果については、 

①学校の職員だけで、学校を経営するのは難しい。地域が入ることで、いろいろなことができる。 

②地域に学校の中身を開くことで、支援などを含め、地域からは倍になって返ってくる。勇気を出

して開くと、思わぬ協力が得られる。逆に、隠すと一気に信頼を失う。いじめ・不登校等の問題

や学力向上に関する課題などの解決につながった。 

③連携すればするほど、協力が得やすくなってきた。地域にはソーシャルキャピタルがたくさんある。

そして、それらは必ず子どもに還元される。 

④教員の意識が変わる。初めは地域に情報が知られることを怖がっているが、運営協議会の方

や民生委員、もちろんＰＴＡも自分たちと同じ子どもを育てる仲間だと思えるようになる。 

⑤運営協議会などで、教員のミドルリーダーが分掌を説明することで、教員の説明力が向上する。

→教員が育つ。自己有用感の向上にもつながる。 

⑥将来、地域を担う人材が育つ。地域をきちんと知ることで、誇りを持つ。そして地域を大切にす

るようになる。たとえ他地区に住んだとしても、培った力を発揮できる。 

⑦地域の人が生きがいを持てる。学校は子どもが学ぶところ、そして地域の人も学ぶところ。 

⑧データで見ても、生徒の「いじめ」「不登校」「暴力」が減少してきた。 

等ということであるが、これら様々な効果を通して言えることは、地域連携にはいろいろな可能性があり、

学校が抱えるさまざまな学校課題の解決につながるということである。 

 

《地域協育ネット》 

 

３．学校と地域の連携が学校経営に与える効果  

「地域協育ネット」のイメージ 
 

地域協育ネット協議会  
※名称は、校区によって異なります。 

校区の課題やめざす子ども像

の共有、活動計画策定などを行

います。  
 

コーディネーター  
学校や支援者（団体）等との

連絡調整を担います。  
 

コミュニティ・スクール 
（学校運営協議会が設置されている学校）  

学校の運営に地域住民の声

を生かすための仕組みです。  

中学校区 

「地域協育ネット」は、子どもたちの育ちや学びを地域ぐるみで見守り、支援する

ための中学校区を一まとまりとした仕組みです。  


